
JP 6649885 B2 2020.2.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つ以上の容器によるグループの周囲に、一方の面に不連続なく接着剤が塗布されたテ
ープ（５）を配置するためのデバイスであって、
　容器（２ａ、２ｂ、３ａ、３ｂ、４ａ、４ｂ）を支持するためのプレート（２、３、４
）を備えるカルーセル（１）であって、プレートのそれぞれは、テープ（５）によって一
体的に包むべき複数の容器によるグループを支持するものである、カルーセル（１）と、
　それぞれのグループを包むために必要な長さを有する部分（５ａ、５ｂ、５ｃ）にテー
プを切断および転送するためのドラム（７）と、
　ドラム（７）に直接供給するためのテープ（５）を巻き出す第１電動式ローラ（８）と
、
　第２電動式ローラ（６ａ）上に載置されたリール（６）からテープ（５）を予備的に巻
き出すための予備巻き出しローラ（９）であって、リール（６）からテープ（５）を連続
的に離脱させるのに必要なパワーを有する、予備巻き出しローラ（９）と、
　２つのローラ（８、９）の間に介在し、両ローラ（８、９）の速度が完全に同期されて
いない場合にテープ（５）の張力を正しい値で維持するための補正バッファ（１０）と、
　リール（６）と予備巻き出しローラ（９）との間におけるテープ（５）の張力を補正す
るようにデバイスの制御ユニット内に設けられた補正デバイスと、を備え、
　リール（６）と予備巻き出しローラ（９）との間におけるテープの張力を補正するため
の補正デバイスには、リール（６）から離脱されたセクション（６ｃ）と予備巻き出しロ
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ーラ（９）の間に設けられた部分におけるテープの位置を検知するための手段が設けられ
ており、補正デバイスは、当該手段が検知するテープの位置を、所定位置に戻すように制
御する、
　デバイス。
【請求項２】
　リールから離脱されたセクション（６ｃ）と予備巻き出しローラ（９）の間に設けられ
た部分におけるテープ（５）の位置を検知するための手段は、フォトセル（１２）を備え
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　リールから離脱されたセクション（６ｃ）と予備巻き出しローラ（９）の間に設けられ
た部分におけるテープ（５）の位置を検知するための手段は、超音波デバイスを備える、
請求項１に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、２つ以上の容器によるグループの周囲に、一方の面に不連続なく接着剤が
塗布されたテープを配置するためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からの市場において、特に飲料容器などの２つ以上の容器によるグループを形成す
るために、ある種のパッケージングが必要となる場合が知られている。
【０００３】
　このようなグループを形成するための古典的な方法は、各グループを形成することを意
図した容器の周囲に、当該容器に向かう面に対して、フィルム状の接着剤が不連続部を有
さずに塗布されたテープを配置するものである。この方法によれば、容器のグループが互
いに固定して結合されて、ユーザに利用可能となる。
【０００４】
　上記方法を実現するための公知のデバイスは、現在必要とされるような高い生産性を提
供することができない。
【発明の概要】
【０００５】
　したがって、本願発明の目的は、複数の容器によるグループの周囲にテープを配置する
ための高い生産性で動作可能なデバイスを提供することにある。
【０００６】
　この目的は、添付の特許請求の範囲に記載の特徴を含む、一方の面に不連続なく接着剤
が塗布されたテープを２つ以上の容器によるグループの周囲に配置するための本願発明の
デバイスによって達成される。
【０００７】
　本願発明のさらなる特徴および利点は、好ましいが排他的ではない本願発明の実施形態
の説明からよりよく明らかになる。当該実施形態は、添付の図面に非限定的な例として示
される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本願発明によるデバイスの斜視図
【図２】本願発明の３つの異なる動作モードのうちの１つを示す図
【図３】本願発明の３つの異なる動作モードのうちの１つを示す図
【図４】本願発明の３つの異なる動作モードのうちの１つを示す図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図面において、符号１は、容器を支持するための複数のプレートを備える回転カルーセ
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ルを表す。容器のうち、符号２、３、４により表される容器のみ図示されている。
【００１０】
　これらのプレートは、テープ５によって一体的に包まれるべき容器のグループをそれぞ
れが収容するように形作られている。テープ５は、リール６から引き出され、リール６は
、モータ６ｂによる電動式のローラ６ａに装着される。重要な点としては、テープ５がリ
ール６と接触する面において、不連続部を有していない接着剤の層、すなわち、遮断物が
介在することなく連続的に表面に塗布された接着剤の層を有していることである。
【００１１】
　図１は、２つの容器２ａ、２ｂと、２つの容器３ａ、３ｂと、２つの容器４ａ、４ｂと
を例示している。容器２ａ、２ｂは、プレート２上に載置されるとともに、テープ５ａの
一部によって既に巻き付けられて結合されている。容器３ａ、３ｂは、プレート３上に載
置されるとともに、テープ５ｂの一部によって巻き付けられて結合される予定である。テ
ープ５ｂは、既に知られている切断転送ドラム(cutting and transfer drum)７にまだ付
着している。容器４ａ、４ｂは、プレート４上に載置されるとともに、テープ５ｃの一部
によって巻き付けられる予定である。テープ５ｃは、切断転送ドラム７にまだ付着してい
る。
【００１２】
　既知の方法により、切断転送ドラム７には、巻き出しローラ８によってテープ５が供給
される。巻き出しローラ８は、予備巻き出しローラ９からテープ５を受けとる。２つのロ
ーラ８、９の間には、既知の種類の補正バッファ１０が設けられている。補正バッファ１
０は、２つのローラの速度が完全に同期されていない場合に、テープ５にかかる張力を正
確な張力に維持するように作用する。
【００１３】
　予備巻き出しローラ９は、リール６からテープ５を分離する。リール６は、ローラ６ａ
上に装着されており、ローラ６ａは、フォトセル１１の一部が制御された状態において、
モータ６ｂによって、リールの直径の関数として変動する角速度で移動される。この目的
のために、予備巻出しローラ９は、予測不能な変数（例えば、テープ５上に存在するフィ
ルム状の接着剤の状態、種類、厚みに起因するほとんど全てのもの）により影響を受ける
離脱力に勝る十分なパワーを有する。
【００１４】
　機械の動作に影響を与えることなく、変数による予測不能な変化に対処するために、機
械の制御ユニット内における予備巻き出しローラ９とリール６のローラ６ａとの間に、補
正デバイスが設けられる。補正デバイスは、ローラの速度が完全に同期されていない場合
に、テープ５の張力を正しい値で維持するように介在する。
【００１５】
　この目的のために、補正デバイスは、リール６から分離されたセクション６ｃと予備巻
き出しローラ９との間に設けられたテープの部分の位置を検出するための手段を備え、当
該手段はフォトセル１２を備える。
【００１６】
　リール６とローラ９が同じ周速である場合、テープにおける制御された部分の位置は、
図１、図２において符号５によって示される部分である。フォトセルのビームは、ライン
１２ａによって実体化されており、この場合、補正デバイスは補正を行っていない。
【００１７】
　ローラ９がリール６に対して速く又は遅く回転する場合、テープにおける制御された部
分は、図３の符号５ｄで示される位置に向けて、あるいは、図４の符号５ｅで示される位
置に向けて移動する。これらの位置は、図面において、破線で示される符号５に対して互
いに対向し、テープが引き裂かれる危険性の限界の位置にある。
【００１８】
　したがって、フォトセル１２の実体化されたビームは、異なる長さ１２ｂ、１２ｃを呈
するととともに、補正デバイスは、テープの部分を位置５に向かうように戻す。
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【００１９】
　記載された発明は、多数の修正および変形の影響を受けやすく、これらの修正および変
形は全て添付の特許請求の範囲内に含まれる。したがって、例えば、フォトセル１２の代
わりに超音波デバイスを設けてもよい。
【００２０】
　本願が優先権を主張するイタリア特許出願第ＶＲ２０１３Ａ０００１９３号の開示内容
は、参照することにより本明細書に組み込まれる。
【００２１】
　請求項に記載された技術的特徴には参照符号が付されている。それらの参照符号は、特
許請求の範囲の明瞭度を向上させるためだけに含まれている。したがって、これらの参照
符号は、当該参照符号によって例示される各エレメントの解釈にいかなる限定的影響も及
ぼさない。

【図１】 【図２】



(5) JP 6649885 B2 2020.2.19

【図３】 【図４】



(6) JP 6649885 B2 2020.2.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  マリオ・バッラロッティ
            イタリア、イ－４６０４５マルミローロ、ヴィア・ボルドリーニ２８番
(72)発明者  ニコラ・スキネッリ
            イタリア、イ－４６１００マントヴァ、ヴィアーレ・エウロパ４３番

    合議体
    審判長  渡邊　豊英
    審判官  佐々木　正章
    審判官  杉山　悟史

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１０／００５８７１６（ＵＳ，Ａ１）
              特開昭５５－５６４０８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－１６１４８５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－２７４８１０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
               B65B 27/04   13/22
               B65H 23/192


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

